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省エネ設備更新事業補助金申請に係る行政手続オンライン申請サービス 

「ゆびナビぷらすシステム」利用の手引 

 

令和７年７月 

福島県商工労働部経営金融課 

 

Ⅰ 始めに 

省エネ設備更新事業補助金を「ゆびナビぷらすシステム」で申請する際に次のも

のを予め準備してください。 

・ 様式第１号記入例 

・ 募集案内９～１０頁の「申請書類一覧・提出方法」に記載している書類 

→ 添付書類の一部は、「ゆびナビぷらすシステム」でアップロードしていただ

くことになりますので、様式に入力済みのエクセルファイルや PDF に変換し

たファイルを準備ください。 

 

Ⅱ アカウントの登録 

「ゆびナビぷらす」を使用して電子申請をするには、「ふくしまポータル」を

通じてアカウント（メールアドレス及びパスワード）を登録する必要があります。 

 

１．「ふくしまポータル」のアカウント登録 

①「ふくしまポータル」サイトにアクセスし、トップ画面のログイン／新規登録 ボ

タンをクリック。 

（https://f-portal.pref.fukushima.lg.jp/ja/portal） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「ふくしまポータル」のトップ画面】 

https://f-portal.pref.fukushima.lg.jp/ja/portal


2 

 

② 「ログイン／新規登録」画面になるので 新規登録 ボタンをクリック。 

※メールアドレス、パスワードはここでは入力しない。 

③「アカウント新規登録」画面になるので、ご使用になるメールアドレスを入力し

てから、 確認コードを送信する ボタンをクリック。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「ログイン／新規登録」画面】   【「アカウント新規登録」画面】 

 

④「確認コード入力」画面になり、登録したメールアドレスに確認コードが届くの

で、入力して 次へ ボタンをクリック。 

⑤「パスワード入力」画面になるので、パスワードとニックネームを入力したら、

「サービス利用規約」をクリック。 

※パスワードは文字数、文字の種類を確認して設定してください。ニックネーム

は、ログイン時に表示される名称になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「確認コード入力」画面】     【「パスワード入力」画面】 

メールで受信し
た確認コードを
入力 

入力不要 

入力不要 
メールアドレス入力 

パスワードを決め
て入力（２カ所） 

ニックネーム
を決めて入力 
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⑥「サービス利用規約」の画面がポップアップで表示されるので、記載内容を確認

したら、右上の 閉じる をクリック。 

⑦「パスワード入力」画面に戻るので、「規約に同意します」のチェックボックスに

チェックを入れ、 次へ ボタンをクリック。 

※「規約に同意します」のチェックボックスは、サービス利用規約の画面が表示

されないと、クリックできないようになっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「サービス利用規約」画面】     【「パスワード入力」画面】 

 

⑧「アカウント登録完了」の画面になるので、 利用を続ける ボタンをクリック。 

⑨「ふくしまポータル」のトップ画面に戻るため、あとで登録するボタンをクリック。 

※本補助金申請では、基本情報の登録がなくとも手続きを進められます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「アカウント登録完了」画面】     【「ふくしまポータル」トップ画面】 
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⑩「ふくしまポータル」のトップ画面で「ニックネーム」と「ログイン中」の表示

を確認した上で、「ニックネーム」「ログイン中」のいずれかをクリック。 

⑨「マイページ」の画面になるので、「ログアウトする」をクリック。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「ふくしまポータル」トップ画面】 

 

 

 

 

 

 

 

                      【「マイページ」画面】 

２．「ゆびナビぷらす」のアカウント登録 

①「ゆびナビぷらす」のポータルサイトにアクセスし、新規登録ボタンをクリック。 

（https://fukushima_portal.ubinavi-plus.com/yb/page/portal_base.php?mode=56） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「ゆびナビぷらす」ポータルサイトの画面】 

https://fukushima_portal.ubinavi-plus.com/yb/page/portal_base.php?mode=56
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② 「アカウント新規登録の説明」画面になるので内容を確認した上で、 ふくしま

ポータルのアカウントで新規登録 ボタンをクリック。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「アカウント新規登録の説明」画面】 

 

 

③「ふくしまポータルのログイン」画面になるので、ふくしまポータルで登録した

メールアドレス及びパスワードを入力し、 ログイン ボタンをクリック。 

④「サービスを利用する」画面になるので、 同意する ボタンをクリック。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                【「サービスを利用する」画面】 

 

【「ふくしまポータルのログイン」画面】 

 

 

ふくしまポータルで登録したメー
ルアドレスとパスワードを入力 
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⑤「サービス連携完了」画面が表示されるので、 サービスを使う ボタンをクリッ

ク。 

⑤「アカウントの仮登録」画面になるので、メールアドレスにはふくしまポータル

で登録したものが表示されていることを確認し、 送信 ボタンをクリック。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「サービス連携完了」画面】      【「アカウントの仮登録」画面】 

 

 

④「認証コード入力」画面になるので登録したメールアドレスに届いた認証コード

を入力し、送信 ボタンをクリック。 

⑤アカウント登録完了のメッセージが表示されるので 閉じる ボタンをクリック

し、「ゆびナビぷらす」のポータル画面の右上に登録したメールアドレスが表示

され、ログインしていることを確認し、完了。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【「認証コード入力」画面】 

                  【「ゆびナビぷらす」ポータルのトップ画面】 

 

 

メールで受信した認証
コードを入力 
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Ⅲ 省エネ設備更新事業補助金の申請 

「ゆびナビぷらす」を使用して省エネ設備更新事業補助金の申請手続きを行い

ます。 

 

１．省エネ設備更新事業補助金申請画面への移動 

①「ゆびナビぷらす」のポータルサイトにログインした状態で、 申請する ボタン

をクリック（※クリック後に反応するまで時間が多少かかる場合があります。）。 

（https://fukushima_portal.ubinavi-plus.com/yb/page/portal_base.php?mode=56） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「ゆびナビぷらす」ポータルのトップ画面】 

 

②「手続き選択」の画面になるので、 くらし・環境 ボタンをクリックし、続いて

表示される画面で 事業者向け省エネ設備更新事業補助金交付申請書 ボタンを

クリック。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fukushima_portal.ubinavi-plus.com/yb/page/portal_base.php?mode=56
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２．補助金申請前の確認作業等 

①「はい」の左側の○印をクリック。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 回答を確定する ボタンをクリック。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③「申請簡易説明」、「関連情報」を確認し 引き続き申請を行う ボタンをクリック。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クリックするとそれぞれの画面が表示されます

（申請書一覧に戻る、× ボタンで戻ります。） 

クリックするとＰＤＦが表示されます。

内容は次ページのとおり。 
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事業者向け省エネ設備更新事業補助金計画書の添付書類提出方法 

添   付   書   類   名 法人 
個人 
事業主 

「ゆびナビぷらす」での申請画面上でファイル登録にて提出するもの。     

1 
事業者向け省エネ設備更新事業補助金計画書（様式第２号） 【エクセルファイルで登

録】 
〇 〇 

2 
暴力団等反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意書及び役員一覧（様式

第２の２号及び第２の３号） 【PDF で登録】 
〇 〇 

3 
補助対象経費の算定根拠となるもの（見積書等） 【PDF で登録】 ※設備更新費用が

５０万円（税抜）を超える場合は、２社以上からの見積書を添付 
〇 〇 

4 
消費電力量削減率の算定根拠となるもの（仕様書、カタログ、メーカーによる提案書

等） 【PDF で登録】 ※既存設備及び更新設備、両方について添付 
〇 〇 

メール又は郵送で提出するもの。     

1 登記事項証明書（商業登記） 〇   

2 登記事項証明書（設備を更新する建物の不動産登記）又は賃貸契約書等の写し 〇 〇 

3 直近の法人税確定申告書の写し 〇   

4 直近の所得税確定申告書の写し   〇 

5 県税の納税証明書（未納がない証明書） 〇 〇 

6 住民票の写し   〇 

7 事業者及び施設の概要資料（パンフレット、ＨＰ、建物の外観写真等） 〇 〇 

8 事業を行う建物の平面図、設備更新の内容がわかる概略図等 〇 〇 

9 事業を行う建物の外観及び既存設備の状況が確認できるカラー写真 〇 〇 

10 
 補助金振り込み口座通帳の写し（金融機関名、支店名、口座番号、口座名義（カナ）

等が確認できる部分のみ） 
〇 〇 

 

メールでの提出方法 

 福島県庁経営金融課の省エネ設備更新事業用のアドレス syouene@pref.fukushima.lg.jp 

 あてに送信してください。なお、メールの件名には申請する事業者名を記載してください。 

 

郵便での提出方法 

 「〒960-8670 福島県庁経営金融課あて」で、申請者名に加え「省エネ設備更新事業関係書類 

 在中」と記載のうえ、郵送してください。 

 ※県庁あての郵便物は郵便番号「960-8670」の記載のみで届きます。 
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④注意事項を確認し、「注意事項を理解した」のチェックボックスにチェックを入

れ、 同意する ボタンをクリック。 

⑤画面に「事業者向け省エネ設備更新事業補助金交付申請書」記載されていること

を確認し、 申請書作成へ進む ボタンをクリック。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥マイナンバーカードの有無を確認する画面が表示されるが、電子署名等の手続き

はないため「いいえ」の左側の○をクリック、申請入力に進む ボタンが表示さ

れるのでクリック。 

⑦申請担当者の情報入力画面になるので、氏名、生年月日、性別、住所(事業所所在

地で可)を入力したら、次の申請書へ ボタンをクリック。 

（※郵便馬号を入力し、 郵便番号から住所を自動入力 ボタンをクリック又は「都

道府県、市町村を直接選択する方はこちら」をクリックすると、住所情報の入力

部分が追加表示されます。） 
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３．補助金申請の入力及び添付書類のアップロード作業 

①補助金交付申請書（様式第１号）の記載項目の入力画面になるので、各項目を入

力し、全ての項目を入力したら、入力内容を確認する ボタンをクリック。 

（※郵便馬号を入力し、 郵便番号から住所を自動入力 ボタンをクリック又は「都

道府県、市町村を直接選択する方はこちら」をクリックすると、住所情報の入力

部分が追加表示されます。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株式会社等の法人の場合に

は、法人名、代表者職名、代

表者氏名を記載する。 

個人事業主の場合には、代

表者氏名に加えて（ ）書き

で屋号を記載する。 

株式会社等の法人の場合には、登記してい

る所在地を入力する。 

個人事業主の場合には、代表者の住民票の

住所地を入力する。 

補助金交付申請額及び補助

対象経費（税抜額）には、補

助金計画書（様式第 2 号）

の「３ 事業費の内訳」に記

載した補助対象経費及び県

補助金の金額をそれぞれ入

力する。 

※補助金額は千円未満切り

捨てとなります。 



12 

 

②「入力情報の確認」画面になるので、誤りがないか内容を確認したら、確定する 

ボタンをクリック。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【右の画面に続きます】 

 

 

 

 

 

 

③「添付書類のアップロード」画面になるので、本手引きの９頁で『「ゆびナビぷら

す」での申請画面上でファイル登録にて提出するもの』を確認し、アップロード

作業を行います。 

◆事業者向け省エネ設備更新事業補助金計画書→エクセルファイルで登録 

◆暴力団等反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意書及び役員一覧→

PDFに変換して登録 

◆補助対象経費の算定根拠となるもの（見積書等）→PDFで登録 

◆消費電力量削減率の算定根拠となるもの（仕様書、カタログ、メーカーによる

提案書等）→PDF で登録 

※アップロード（登録）できるファイルは各１つのみとなります。複数枚ある

資料は１つの PDFファイルにまとめて、アップロードしてください。 
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「＋」をクリックすると注意事項が確認

できます。 

 

 

 

 

 

④ファイルのアップロードが完了したら、 

次へ ボタンをクリック。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ファイルの選択 ボタンをクリックすると、ファイルをアップロードできます。 

PDF に変換できない、１つのファイルにまとめられないなどで、ファイルを登録できない場合は、本手引

き９頁で「メール又は郵送で提出するもの」と一緒にメールか郵送で提出してください。 

アップロードしたファイルは、ファイル名が表示され

ます。クリックすると、当該ファイルが表示又はダウ

ンロードされるので、適切にアップロードされたのか

確認できます。 
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⑤「申請内容確認」画面になるので、 申請する ボタンをクリック。 

⑥ 申請した内容について案内メールを受け取る ボタンをクリック。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑬「申請完了」画面になるので、 ポータルサイトへ戻る ボタンをクリックして「ゆ

びナビぷらす」での申請は完了です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・【福島県 行政オンライン申請サービス】の件名で届くメールに「ゆびナビぷら

す」で入力した申請内容を反映した補助金交付申請書（様式第１号）の PDF

ファイルが添付されてきますので、申請内容の控えとして、印刷等をして保管

してください。 

・本手引き９頁に記載のとおり、「ゆびナビぷらす」で登録したファイル以外の

添付書類は、メール又は郵送で別途、福島県経営金融課に提出してください。 

 


